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2027(令和 9)年度 

大阪大学大学院高等司法研究科 

(法科大学院)学生募集要項 
 

●募集人員 

 
研究科名 専攻名 コース名 募集人員 選抜区分 

高等司法研究科 法務専攻 

法学未修者コース 

(3 年制) 

80 人 

25 人 

程度 

 7 人程度 特別選抜(社会人等) 

 5 人程度 特別選抜(グローバル法曹) 

13 人程度 
一般選抜 

法学既修者コース 

(2 年制) 

55 人 

程度 

34 人程度 

13 人程度 特別選抜(法曹コース 5年一貫型) 

 8 人程度 特別選抜(法曹コース開放型) 

 

●大阪大学大学院高等司法研究科の課程、修業年限等 
 
本研究科の課程は、専門職学位課程(法科大学院の課程)とし、標準修業年限を 3 年とします。修了者には、

「法務博士(専門職)」の学位を授与します。 
なお、法学既修者コースは、修業年限を 2 年とします。 

 
●教育目標 

 

大阪大学の教育目標を受けた、専門職大学院としての本研究科の教育の理念及び目標は、「新時代を担う真

の Legal Professionals の育成」です。法科大学院制度の理念を実現すべく、本研究科は、多様なバックグラ

ウンドを有する学生を多数受け入れ、高度な法的知識・能力、豊かな人間性、厳格な職業倫理を兼ね備え、か

つ、ひとりひとりの国民がそれぞれに社会的責任を持った主体として自由で公正な社会の構築に参画すること

が求められる社会に貢献する法曹を養成することを目指しています。そのため、以下の重層的な目的を掲げて

います。 
 
○最先端かつ高度な専門性と深い学識 
法科大学院は、法曹養成教育プロセスの第一段階ですので、①将来の法曹としての実務に必要な基礎的な知

識及び技能を確実に修得させること、②その基礎にたって、理論的かつ実践的な応用能力を身につけさせるこ

とを目指します。 
 
○高度な教養 
人間や社会のあり方に関する幅広い問題関心を持ち、複眼的思考と深い洞察力をもって既存の法律知識を批

判的に検討しながら、発展させていく創造的な思考力、同時に豊かな人間性と高い倫理性を有する総合的・全

人格的な能力の涵養を目指します。 
 
○高度な国際性 
商都大阪に立地する法科大学院として、ビジネス法に重点を置いた教育を実施し、地域社会に貢献・寄与で

き、かつ企業活動等の国際化に対応できる法曹を養成することを目指します。 
 
○高度なデザイン力 

現代社会が直面する様々な法的問題に対応して、適切な問題解決の方向を示すことができる先端的法曹の養

成を図ります。 
 
●法科大学院が求める学生像(アドミッション・ポリシー) 
 
  本研究科は、法科大学院制度の理念及び「豊かな人間性、厳しい職業倫理を備えた法曹を養成する」とい

う本研究科の理念に共感し、他の学生と積極的にコミュニケーションを図り、教員とともに研鑽を積む学生

を求めています。 
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【求める人材像】 

単なる知識の習得や一つだけの答えに満足せず、柔軟な発想のもとに「考える」という論理的プロセスを大

事にし、自らが設定する課題を探求しようとする学生、また、厳格な成績評価・修了認定に耐えるだけの努力

を惜しまない学生を求めています。 
 
【入学者選抜の基本方針】 

法学未修者については、社会で日々生じている事象に広く関心を持っているか、それらの事象を的確に分析

し、自身の考えを提示することができるかという観点から選抜を行ないます。 
法学既修者については、単に法律に関する知識を習得しているだけではなく、具体的な事例において、習得

している知識を適切に用い、説得的に結論を提示することができるかという観点から選抜を行ないます。 
 
【具体的選抜方法と、資質・能力との関係】 

法学未修者については、一般選抜、社会人や他学部・他学科卒業生を対象とする特別選抜、外国語能力に優

れた者を対象とする特別選抜を実施しています。書類選考による一次選抜の合格者に対して、一般選抜では小

論文試験を、特別選抜では口述試験をそれぞれ課しています。小論文試験も口述試験も法律知識を問うもので

はなく、あるテーマについて書かれた文章の内容を正確に読み取ることができるか、論理的な思考の過程を文

章又は口頭で表現することができているかをみるものです。 
法学既修者については、一般選抜と法曹コース修了者を対象とした特別選抜を実施しています。一般選抜及

び特別選抜(法曹コース開放型)では、憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の論文式試

験を課しています。特別選抜(法曹コース 5 年一貫型)は口述試験のみが課されます。いずれの試験においても、

それぞれ法律について基本的な知識を習得できているか、基本的な知識をもとに論理的な思考ができているか

をみています。 
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1. 特別選抜(社会人等)について 
1-1. 出願資格 

出願時において次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、社会人又は他学部(他学科)卒業者※であるも

の 

※ここにいう「社会人」とは入学時点において官公庁・会社等における勤務経験や自営業者としての経験

等、通算して 3 年以上在職した経験を有する者を指します。 

また、「他学部(他学科)卒業者」とは、大学等において法律関係以外の学科を卒業した者又は 2027 年

3 月までに卒業見込みの者を指します。 

 

(1) 大学又は専門職大学を卒業した者及び 2027 年 3 月までに卒業見込みの者 

(2) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者及び 2027 年 3 月までに授

与される見込みの者 

(3) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教

育における 16 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(5) 我が国において、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学も含む。以下同じ。)の課程(その修了

者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関

係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準じるものとして文部科学大臣が別に指定

するものに限る。)において、修業年限が 3 年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の

学校教育制度において位置付けられた教育施設であって出願資格(5)の指定を受けたものにおいて課程

を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び 2027 年 3 月までに授

与される見込みの者 

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。)又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程(学校教育法第 125 条の 2 第 1項に規

定する特定専門課程をいう。)における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他の

文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年文部省告示第 5号参照) 

(9) 学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者(大学の学部 3 年次を退学し、大学院に飛

び入学した者)であって、本研究科において、本研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると

認めたもの 

(10) 外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者、外

国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育に

おける 15 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者、又は我が国において外国の大

学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとされるものに限る。)を有

するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別

に指定するものの当該課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者で、本研究科において、

所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの 

(11) 本研究科において、個別の入学資格審査により、大学又は専門職大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、2027 年 3 月 31 日までに 22 歳に達するもの(短期大学・高等専門学校の卒業者、

専修学校・各種学校の卒業者、外国大学日本校・外国人学校の卒業者など、大学卒業資格を有していな

い者) 

 

＊特別選抜(社会人等)に出願した者が、一般選抜に出願することは可能です。 

なお、「10. 複数回の受験が可能な選抜区分・試験日程の組み合わせについて」において、複数回の受

験が可能な組み合わせを示していますので、必要に応じて確認してください。 

 
1-2. 出願資格事前審査 

「1-1.出願資格」(9)、(10)、(11)の適用を受けようとする方は、あらかじめ出願資格事前審査を受けな

ければなりません。出願に先立ち、2026 年 7 月 14 日(火)【必着】までに、下記の【事前審査提出書類】を

取り揃え、返信用封筒(長形 3 号(縦 23.5×横 12cm)(簡易書留)・返信先の住所及び氏名を明記し､切手 460
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円分を貼付のこと。)を同封のうえ、書留郵便で出願資格事前審査の申請を行ってください。 

なお、封筒の表に「高等司法研究科出願資格事前審査申請」と朱書きしてください。申請先については、

末尾の「問合せ先」を参照してください。 

 

【事前審査提出書類】 

・出願資格(9)の者 

出願資格事前審査申請書(所定用紙)、在籍した最終大学の退学証明書、成績証明書及び在籍大学院研究科

の成績証明書、在学証明書(又は修了(見込)証明書) 

・出願資格(10)の者 

出願資格事前審査申請書(所定用紙)、最終出身学校の卒業証明書、成績証明書、組織・課程・カリキュラ

ム、授業の内容等を示す書類(シラバス、学生便覧など(外国語の場合は日本語訳を添付してください。)) 

・出願資格(11)の者 

出願資格事前審査申請書(所定用紙)、最終出身学校の卒業証明書、成績証明書、組織・課程・カリキュラ

ム、授業の内容等を示す書類(シラバス、学生便覧など(外国語の場合は日本語訳を添付してください。))、

大学を卒業した者と同等以上の学力があることを示す履歴書 

注) 審査結果は、返信用封筒にて通知します。電話等による問合せは受け付けません。なお、提出された書

類等は返却できません。 

 
1-3. 障がい等による配慮を希望する方について 

2027 年度入学者選抜試験への出願を検討している方の中で、障がい等があることを理由として、受験上及

び修学上の特別の配慮を希望する方については、相談を受け付けておりますので、2026 年 7 月 14 日(火)

までにご連絡ください。(連絡先は末尾の「問合せ先」を参照してください。) 

 
1-4. 出願期間及び提出書類 
【出願期間】2026 年 7 月 27 日(月)から 8月 7 日(金)午後 5 時まで【必着】 

・出願書類の受付は、レターパックプラス(600 円)によるもののみとし、直接持参しても受理しません。

レターパックプラス(600 円)の「お届け先(To)」「ご依頼主(From)」には、入学願書ファイル中の住所ラ

ベルを貼付しても差支えありません。 

・出願期間後に到着したものは受理しません。郵便事情を十分考慮の上、出願期間内に届くよう早めに郵

送してください。ただし、8月 6日(木)以前の発信局(日本国内)消印のあるレターパックプラスに限り、

期限後に到着した場合でも、受理します。 

・出願期間終了後 2 週間以内に、願書に記入されている電子メールアドレスあてに個別に受験番号を通知

します。 

 

 

【提出書類】 

① 
入学願書 

(A4 縦型) 

【本研究科所定用紙】 

※「特別選抜(社会人等)」及び「特別選抜(グローバル法曹)」の入学願書は同じ様式

を使用します。どちらか一方の選抜区分を必ず選択してください。(併願すること

はできません。) 

② 卒業(見込)証明書 
出身大学又は在籍大学のもの。 

＊1-1.出願資格(2)により出願する方は、学位授与(見込)証明書を提出してください。 

＊1-1.出願資格(9)～(11)により出願する方は提出不要です。 

③ 成績証明書 

出身大学又は在籍大学のもの。 

(編入学・転部等を行っている方は、入学時からの成績証明書が必要です。) 

＊卒業見込者は、提出前 3 か月以内の日付のものに限ります。 

＊1-1.出願資格(7)に該当する方は当該学校の成績証明書を提出してください。 

＊1-1.出願資格(9)～(11)により出願する方は提出不要です。 

＊成績証明書から成績評価の制度(評語の意味等)が明らかでない場合は、学生便覧な

ど成績評価の制度が明らかな書類(該当箇所)のコピーを添付してください。 

④ 
成績等記入票 

(A4 縦型) 

【本研究科所定用紙】 

・詳細は「成績等記入票」を参照してください。 

⑤ 
法律家としての適性を 

明らかにする文書 

【作成要領】 

・募集要項に添付されている「様式」(A4 縦型、横書き、本文 2,000 字以内)により

(又はこれに準じて)作成してください。 

・パソコンによる作成も可とします。(高等司法研究科Webサイト(入試情報)にてWord

ファイルをダウンロードできます。)ただし、氏名欄は必ず自署(自筆による署名)

のこと。 

・関連する資格や能力を証明する書類(又はその写し)を添付する場合は、添付書類の
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リストを本文の末尾に記載のうえ、書類一式(所定様式及び添付書類)を左上 1 か所

でホッチキス留めのこと。 

 

【提出部数】2 部 

 

【留意事項】 

・法曹等を志望するにあたって、どのような能力が必要であると考えているか、理由

を添えて述べてください。 

・出願者がその適性を備えていることを説得的に記述したうえで、現時点における到

達度を自己評価してください。 

・記述に際しては、学業成績や学習内容、社会経験、保有する専門資格等、可能な限

り客観的かつ具体的な事実を引用してください。特に、優れた外国語能力を有する

場合は、このことを法律家としての適性と関連付けて記述し、その外国語能力を証

明する書類を添付してください。 

・単に志望理由を記しただけでは、法律家としての適性を明らかにする文書とはみな

されません。 

⑥ 写真票・受験票 
所定の用紙に氏名等を記入し、上半身脱帽正面向、無背景で 3 か月以内に単身撮影し

た写真(縦 3×横 2.5cm)を貼付してください。 

⑦ 検定料収納証明書 

【納入方法】 

大阪大学検定料納入システムを利用して手続をとってください。URL は以下のとおり

です(「高等司法研究科(法科大学院)」を選択してください)。 

https://e-apply.jp/n/osaka-u-payment 

決済後にダウンロードした検定料収納証明書を印刷してください。 

※システム利用方法については、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)に掲載してい

ます。 

 

【納入額】 

検定料 30,000 円 

 

【納入期間】 

2026 年 7 月 13 日 00:00～8 月 7 日 17:00 

※検定料の納入は上記日時(出願締切)まで可能ですが、出願するためには、出願締切

までに大阪大学に入学願書が到着している必要があります。郵送にかかる時間を考

慮のうえ、早めに手続をとってください。 

※被災者に対する検定料免除について 

大阪大学では、大規模災害における災害被災者の経済的負担を軽減し、受験者の進

学機会の確保を図るため、2026 年度に実施する大学院入試において検定料(30,000

円)免除の特別措置を講じます。 

詳細は大阪大学公式ページ(https://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/information)を

確認してください。 

⑧ 返信用封筒 

受験票及び合否通知送付のため、レターパックプラス(600 円)又はレターパックライ

ト(430 円)合わせて 2 通を用意し、それぞれの「お届け先(To)」に住所、氏名及び電

話番号を明記し同封してください。入学願書ファイル中の住所ラベルを貼付しても差

支えありません。 

「ご依頼主(From)」は空欄で結構です。 

⑨ 在職を証明する書類 
社会人出願資格の方のみ提出してください。 

様式は自由。ただし、3 年以上の在職期間を確認できるものに限ります。 

⑩ 在留資格等を証明する書類 

現に日本に在住する外国人(法務大臣が日本での永住を認めた者を除く。)の志願者は、

下記の 1.～2.のいずれかを提出してください。 

1.市区町村長発行の在留資格及び在留期間を明記した「住民票の写し
※
」 

※出願者以外の世帯員については、提出不要です。 
2.地方出入国在留管理局が発行した在留カードの写し(両面) 

・「1-1.出願資格」の(3)～(6)の資格で出願する方は、当該外国の学校の組織・課程・カリキュラム、授業の内容を示

す書類を同封してください。 

・外国の大学及び機関の証明書等は、日本語訳及び説明書を添付してください。 

・提出する証明書等に記された氏名が出願時の氏名と異なる場合は、両者が同一人であることを証明する資料を添付

してください。 
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1-5. 入学者選抜実施要領 
・入学者の選抜は、選抜試験と提出書類を総合して行います。配点は以下のとおりです。 

出 願 書 類 30 点 

面     接 70 点 

計 100 点 

 

・出願者数が募集人員の 2～3倍程度を超える場合には、書類選考により第 1次選抜を行うことがあります。 

・面接では、試験室で提示する資料を所定の時間で読んでいただき、その後、これに基づく質問を行います。

法律学の知識を問うものではありません。 

また、「法律家としての適性を明らかにする文書」に基づく質問も行うことがあります。 

 

第 1 次選抜を行った場合の選抜結果の通知 

発表日時 2026 年 8 月 27 日(木) 午前 10 時 

発表方法 

大阪大学大学院高等司法研究科(豊中総合学館)において、受験番号で掲示するとと

もに、合否通知書(合格者には、第 2 次選抜の受験票を同封します。)を発送します。 

参考のため、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)でも合格者の受験番号を掲示し

ます。 

備  考 

・電話等による照会には応じません。ただし、合格発表の日から 1 週間以内に郵送

による通知が届かない場合には、末尾の「問合せ先」までお問合せください。なお、

不合格者には、「判定通知書」とともに返還金振込口座通知書(用紙)を送付します。 

・検定料の返還:第 1 次選抜の不合格者に対しては、23,000 円を返還します。該当す

る方は、2026 年 9 月 25 日(金)までに申し出てください。 

第 2 次選抜 

実施場所 大阪大学豊中キャンパス 

実施日時 
2026 年 9 月 5 日(土) 
＊受験者個別の時間等は追って通知します。 

実施内容 面 接 

 

1-6. 合格者発表 
特別選抜(社会人等)の合格者発表 

発表日時 2026 年 10 月 14 日(水)午前 10 時 

発表方法 

大阪大学大学院高等司法研究科(豊中総合学館)に掲示するとともに、合否通知書を

発送します。 

参考のため、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)でも合格者の受験番号を掲示し

ます。 

備  考 電話等による照会には応じません。 

・不合格者には第 2 次選抜の個別成績(総合得点)を通知します。 

・入学手続完了者が募集人員に満たない場合には、追加合格の手続をとることがあります。その場合は願書

に記入されている電話番号・電子メールアドレスあてに個別に連絡します。(入学手続については、7. を

参照してください。) 
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2. 特別選抜(グローバル法曹)について 
2-1. 出願資格 

出願時において次の各号のいずれかに該当する者で、優れた外国語能力(日本語以外の言語の運用能力)を

有し、法曹等としてグローバルに活躍する意欲を持つもの。 

なお、出願の前提として、下記の検定試験において、所定の成績を修めていることを要件とします。 

 

試験種類 基準 備考 

① 実用英語技能検定(英検) 準 1 級以上 

2023 年 4 月以降に取得したものを 

有効とします。 

② TOEIC(L&R) 730 点以上 

③TOEFL(iBT) 

[ TOEFL iBT® Home Edition を含む] 

79 点以上 

又はスコア 4以上 

④IELTS 6.0 以上 

(注)上記はあくまで出願のため最低限必要となるスコアであり、上記の基準を満たすことでただちに合格水準に達す

ると評価されるわけではありません。 

 

(1) 大学又は専門職大学を卒業した者及び 2027 年 3 月までに卒業見込みの者 

(2) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者及び 2027 年 3 月までに授

与される見込みの者 

(3) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教

育における 16 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(5) 我が国において、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学も含む。以下同じ。)の課程(その修了

者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関

係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準じるものとして文部科学大臣が別に指定

するものに限る。)において、修業年限が 3 年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の

学校教育制度において位置付けられた教育施設であって出願資格(5)の指定を受けたものにおいて課程

を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び 2027 年 3 月までに授

与される見込みの者 

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。) 又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程(学校教育法第 125 条の 2 第 1項に

規定する特定専門課程をいう。)における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他

の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣

が定める日以後に修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年文部省告示第 5号参照) 

(9) 学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者(大学の学部 3 年次を退学し、大学院に飛

び入学した者)であって、本研究科において、本研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると

認めたもの 

(10) 外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者、外

国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育に

おける 15 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者、又は我が国において外国の大

学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとされるものに限る。)を有

するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別

に指定するものの当該課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者で、本研究科において、

所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの 

(11) 本研究科において、個別の入学資格審査により、大学又は専門職大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、2027 年 3 月 31 日までに 22 歳に達するもの(短期大学・高等専門学校の卒業者、

専修学校・各種学校の卒業者、外国大学日本校・外国人学校の卒業者など、大学卒業資格を有していな

い者) 
 

＊特別選抜(グローバル法曹)に出願した者が、一般選抜に出願することは可能です。 

なお、「10. 複数回の受験が可能な選抜区分・試験日程の組み合わせについて」において、複数回の受験
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が可能な組み合わせを示していますので、必要に応じて確認してください。 

 

2-2. 出願資格事前審査 
「2-1.出願資格」(9)、(10)、(11)の適用を受けようとする方は、あらかじめ出願資格事前審査を受けな

ければなりません。出願に先立ち、2026 年 7 月 14 日(火)【必着】までに、下記の【事前審査提出書類】を

取り揃え、返信用封筒(長形 3 号(縦 23.5×横 12cm)(簡易書留)・返信先の住所及び氏名を明記し､切手 460

円分を貼付のこと。)を同封のうえ、書留郵便で出願資格事前審査の申請を行ってください。 

なお、封筒の表に「高等司法研究科出願資格事前審査申請」と朱書きしてください。申請先については、

末尾の「問合せ先」を参照してください。 

 

【事前審査提出書類】 

・出願資格(9)の者 

出願資格事前審査申請書(所定用紙)、在籍した最終大学の退学証明書、成績証明書及び在籍大学院研究

科の成績証明書、在学証明書(又は修了(見込)証明書) 

・出願資格(10)の者 

出願資格事前審査申請書(所定用紙)、最終出身学校の卒業証明書、成績証明書、組織・課程・カリキュ

ラム、授業の内容等を示す書類(シラバス、学生便覧など(外国語の場合は日本語訳を添付してくださ

い。)) 

・出願資格(11)の者 

出願資格事前審査申請書(所定用紙)、最終出身学校の卒業証明書、成績証明書、組織・課程・カリキュ

ラム、授業の内容等を示す書類(シラバス、学生便覧など(外国語の場合は日本語訳を添付してくださ

い。))、大学を卒業した者と同等以上の学力があることを示す履歴書 

注) 審査結果は、返信用封筒にて通知します。電話等による問合せは受け付けません。なお、提出された書

類等は返却できません。 

 
2-3. 障がい等による配慮を希望する方について 

2027 年度入学者選抜試験への出願を検討している方の中で、障がい等があることを理由として、受験上及

び修学上の特別の配慮を希望する方については、相談を受け付けておりますので、2026 年 7 月 14 日(火)ま

でにご連絡ください。(連絡先は末尾の「問合せ先」を参照してください。) 

 

2-4. 出願期間及び提出書類 
【出願期間】2026 年 7 月 27 日(月)から 8月 7 日(金)午後 5 時まで【必着】 

・出願書類の受付は、レターパックプラス(600 円)によるもののみとし、直接持参しても受理しません。

レターパックプラス(600 円)の「お届け先(To)」「ご依頼主(From)」には、入学願書ファイル中の住所

ラベルを貼付しても差支えありません。 

・出願期間後に到着したものは受理しません。郵便事情を十分考慮の上、出願期間内に届くよう早めに郵

送してください。ただし、8月6日(木)以前の発信局(日本国内)消印のあるレターパックプラスに限り、

期限後に到着した場合でも、受理します。 

 

【提出書類】 

① 
入学願書 

(A4 縦型) 

【本研究科所定用紙】 

※「特別選抜(社会人等)」及び「特別選抜(グローバル法曹)」の入学願書は同じ様式

を使用します。どちらか一方の選抜区分を必ず選択してください。(併願すること

はできません。) 

② 卒業(見込)証明書 

出身大学又は在籍大学のもの。 

＊2-1.出願資格(2)により出願する方は、学位授与(見込)証明書を提出してください。 

＊2-1.出願資格(9)～(11)により出願する方は提出不要です。 

③ 成績証明書 

出身大学又は在籍大学のもの。 

(編入学・転部等を行っている方は、入学時からの成績証明書が必要です。) 

＊卒業見込者は、提出前 3 か月以内の日付のものに限ります。 

＊2-1.出願資格(7)に該当する方は当該学校の成績証明書を提出してください。 

＊2-1.出願資格(9)～(11)により出願する方は提出不要です。 

＊成績証明書から成績評価の制度(評語の意味等)が明らかでない場合は、学生便覧な

ど成績評価の制度が明らかな書類(該当箇所)のコピーを添付してください。 

④ 
成績等記入票 

(A4 縦型) 

【本研究科所定用紙】 

・詳細は「成績等記入票」を参照してください。 
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⑤ 
法律家としての適性を 

明らかにする文書 

【作成要領】 

・募集要項に添付されている「様式」(A4 縦型、横書き、本文 2,000 字以内)により

(又はこれに準じて)作成してください。 

・パソコンによる作成も可とします。(高等司法研究科Webサイト(入試情報)にてWord

ファイルをダウンロードできます。)ただし、氏名欄は必ず自署(自筆による署名)

のこと。 

・関連する資格や能力を証明する書類(又はその写し)を添付する場合は、添付書類の

リストを本文の末尾に記載のうえ、書類一式(所定様式及び添付書類)を左上 1 か所

でホッチキス留めのこと。 

 

【提出部数】2 部 

 

【留意事項】 

・法曹等を志望するにあたって、どのような能力が必要であると考えているか、理由

を添えて述べてください。 

・出願者がその適性を備えていることを説得的に記述したうえで、現時点における到

達度を自己評価してください。 

・記述に際しては、学業成績や学習内容、社会経験、保有する専門資格等、可能な限

り客観的かつ具体的な事実を引用してください。特に、自己の外国語能力が、目指

す法曹業務にどのように寄与できるかについて必ず記述してください。 

・単に志望理由を記しただけでは、法律家としての適性を明らかにする文書とはみな

されません。 

⑥ 写真票・受験票 
所定の用紙に氏名等を記入し、上半身脱帽正面向、無背景で 3 か月以内に単身撮影し

た写真(縦 3×横 2.5cm)を貼付してください。 

⑦ 検定料収納証明書 

【納入方法】 

大阪大学検定料納入システムを利用して手続をとってください。URL は以下のとおり

です(「高等司法研究科(法科大学院)」を選択してください)。 

https://e-apply.jp/n/osaka-u-payment 

決済後にダウンロードした検定料収納証明書を印刷してください。 

※システム利用方法については、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)に掲載してい

ます。 

 

【納入額】 

検定料 30,000 円 

 

【納入期間】 

2026 年 7 月 13 日 00:00～8 月 7 日 17:00 

※検定料の納入は上記日時(出願締切)まで可能ですが、出願するためには、出願締切

までに大阪大学に入学願書が到着している必要があります。郵送にかかる時間を考

慮のうえ、早めに手続をとってください。 

※被災者に対する検定料免除について 

大阪大学では、大規模災害における災害被災者の経済的負担を軽減し、受験者の進

学機会の確保を図るため、2026 年度に実施する大学院入試において検定料(30,000

円)免除の特別措置を講じます。 

詳細は大阪大学公式ページ(https://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/information)を

確認してください。 

⑧ 返信用封筒 

受験票及び合否通知送付のため、レターパックプラス(600 円)又はレターパックライ

ト(430 円)合わせて 2 通を用意し、それぞれの「お届け先(To)」に住所、氏名及び電

話番号を明記し同封してください。入学願書ファイル中の住所ラベルを貼付しても差

支えありません。 

「ご依頼主(From)」は空欄で結構です。 

⑨ 外国語能力を証明する書類 

【提出を必須とするもの】 

2-1.出願資格に示したいずれかの検定試験のスコアの写し(2 部) 

 

【提出を任意とするもの】 

その他、外国語能力を証明する書類(2 部) 

検定試験がある言語の場合・・・検定試験のスコアの写し(2023 年 4 月以降に取得

したものを有効とします。) 

検定試験がない言語の場合・・・下記(提出書類の例)を参照 

(提出書類の例) 

・海外の大学で取得した学位を証明する書類の写し 

・外国語で書かれた論文、著書等 

全部のリスト(著者名、タイトル、掲載誌又は提出先、公表又は提出の年月等を

記載したもの)を作成・添付のうえ、主要なもの 1 点を提出資料としてくださ

い。(現物の提出も可。日本語による要約は不要です。) 

・その他、上記に準ずるもの 

 

※証明書類が日本語・英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を添付して
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ください。 

※英語については、【提出を必須とするもの】以外に提出を希望する書類がある場合

に提出してください。 

※対象言語に日本語は含めません。また、複数の言語について書類を提出することも可能

です。 

⑩ 在留資格等を証明する書類 

現に日本に在住する外国人の志願者(法務大臣が日本での永住を認めた者を除く。)は、

下記の 1.～2.のいずれかを提出してください。 

1.市区町村長発行の在留資格及び在留期間を明記した「住民票の写し
※
」 

※出願者以外の世帯員については、提出不要です。 
2.地方出入国在留管理局が発行した在留カードの写し(両面) 

・「2-1.出願資格」の(3)～(6)の資格で出願する方は、当該外国の学校の組織・課程・カリキュラム、授業の内容を

示す書類を同封してください。 

・外国の大学及び機関の証明書等は、日本語訳及び説明書を添付してください。 

・提出する証明書等に記された氏名が出願時の氏名と異なる場合は、両者が同一人であることを証明する資料を添

付してください。 

 

2-5. 入学者選抜実施要領 
・入学者の選抜は、選抜試験と提出書類を総合して行います。配点は以下のとおりです。 

出願書類(外国語能力を証明

する文書を含む。) 
40 点 

面     接 60 点 

計 100 点 

 
・出願者数が募集人員の 2～3倍程度を超える場合には、書類選考により第 1次選抜を行うことがあります。 

・面接では、試験室で提示する資料を所定の時間で読んでいただき、その後、これに基づく質問を行います。

法律学の知識を問うものではありません。 

また、「法律家としての適性を明らかにする文書」に基づく質問も行うことがあります。 

 

第 1 次選抜を行った場合の選抜結果の通知 

発表日時 2026 年 8 月 27 日(木) 午前 10 時 

発表方法 

大阪大学大学院高等司法研究科(豊中総合学館)において、受験番号で掲示するとと

もに、合否通知書(合格者には、第 2次選抜の受験票を同封します。)を発送します。 

参考のため、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)でも合格者の受験番号を掲示し

ます。 

備  考 

・電話等による照会には応じません。ただし、合格発表の日から 1 週間以内に郵送

による通知が届かない場合には、末尾の「問合せ先」までお問合せください。なお、

不合格者には、「判定通知書」とともに返還金振込口座通知書(用紙)を送付します。 

・検定料の返還:第 1 次選抜の不合格者に対しては、23,000 円を返還します。該当す

る方は、2026 年 9 月 25 日(金)までに申し出てください。 

第 2 次選抜 

実施場所 大阪大学豊中キャンパス 

実施日時 
2026 年 9 月 5 日(土) 
＊受験者個別の時間等は追って通知します。 

実施内容 面 接 
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2-6. 合格者発表 
特別選抜(グローバル法曹)の合格者発表 

発表日時 2026 年 10 月 14 日(水)午前 10 時 

発表方法 

大阪大学大学院高等司法研究科(豊中総合学館)に掲示するとともに、合否通知書を

発送します。 

参考のため、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)でも合格者の受験番号を掲示し

ます。 

備  考 電話等による照会には応じません。 

・不合格者には第 2 次選抜の個別成績(総合得点)を通知します。 

・入学手続完了者が募集人員に満たない場合には、追加合格の手続をとることがあります。その場合は願書

に記入されている電話番号・電子メールアドレスあてに個別に連絡します。(入学手続については、7. を

参照してください。)  



 14

3. 一般選抜について 
3-1. 出願資格 

出願時において次の各号のいずれかに該当する者 

 

(1) 大学又は専門職大学を卒業した者及び 2027 年 3 月までに卒業見込みの者 

(2) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者及び 2027 年 3 月までに

授与される見込みの者 

(3) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教

育における 16 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(5) 我が国において、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学も含む。以下同じ。)の課程(その修了

者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了したとされるものに限る。) を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関

係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準じるものとして文部科学大臣が別に指定

するものに限る。)において、修業年限が 3 年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通

信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の

学校教育制度において位置付けられた教育施設であって出願資格(5)の指定を受けたものにおいて課程

を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び 2027 年 3 月までに授

与される見込みの者 

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。) 又は専攻科(当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程(学校教育法第 125 条の 2 第 1項に

規定する特定専門課程をいう。)における教育との連続性に配慮した教育課程を編成していることその他

の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣

が定める日以後に修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者 

(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年文部省告示第 5号参照) 

(9) 学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者(大学の学部 3 年次を退学し、大学院に飛

び入学した者)であって、本研究科において、本研究科における教育を受けるにふさわしい学力があると

認めたもの 

(10) 入学時に大学又は専門職大学に 3年以上在学し、所定の単位を優秀な成績で修得したものと本研究科

において認めた者(いわゆる 3 年次飛び級)※ 

※次に掲げる①、②及び③の要件すべてを満たすことを条件とする。 

①在籍期間 

以下のいずれかに該当する者 

1．日本の大学に、2027 年 3 月末時点で 3 年(休学期間がある場合は、休学期間を除いて 3 年以上で

あって 4年に満たない期間)在籍することとなる者。 

2．日本の大学に、3 年次編入した者であって、2027 年 3 月末時点で、出願時に在学している大学に

おいて 1 年(休学期間がある場合は、休学期間を除いて 1 年以上であって 2 年に満たない期間)在

籍することとなる者。 

②修得単位 

以下のすべてに該当する者 

(イ)大学入学後、3年次の前期(9 月 30 日までに終了する学期をいう。)までに卒業に必要な単位のう

ち 90 単位以上を修得していること。 

(ロ)法学既修者コースに出願する場合は、(イ)に掲げた修得単位のうち、少なくとも 20 単位を法律

基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をい

う。ただし、入門科目を除く。)によって修得していること。 

ただし、本研究科入学希望者が、出願時に在学している大学の 3 年次に編入学した学生である場合に

おいては、「②修得単位」の要件は次のとおりとする。 

(イ)編入前の大学において修得した単位(編入前の大学において卒業に必要な単位に限る。)と、出願

時に在学している大学において新たに修得した単位(卒業に必要な単位に限る。)の合計が 90 単

位以上であること。 

(ロ)法学既修者コースに出願する場合は、(イ)に掲げた修得単位のうち、少なくとも 20 単位を法律

基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をい

う。ただし、入門科目を除く。)によって修得していること。 
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③成績 

②(イ)に掲げた修得単位(合否科目、認定科目を除く。)の 60％以上が、在学する大学の学業成績に

おける最優秀又はそれに準ずる評語(100 点満点中 80 点以上に相当)であること。 

(11) 外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者、外

国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育に

おける 15 年の課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者、又は我が国において外国の大

学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとされるものに限る。)を有

するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別

に指定するものの当該課程を修了した者及び 2027 年 3 月までに修了見込みの者で、本研究科において、

所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの 

(12) 本研究科において、個別の入学資格審査により、大学又は専門職大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、2027 年 3 月 31 日までに 22 歳に達するもの(短期大学・高等専門学校の卒業者、

専修学校・各種学校の卒業者、外国大学日本校・外国人学校の卒業者など、大学卒業資格を有していな

い者) 
 

3-2. 出願資格事前審査 
「3-1.出願資格」(9)、(11)、(12)の適用を受けようとする方は、あらかじめ出願資格事前審査を受けなけ

ればなりません。出願に先立ち、2026 年 7 月 24 日(金)【必着】までに、下記の【事前審査提出書類】を取り

揃え、返信用封筒(長形 3 号(縦 23.5×横 12cm)(簡易書留)・返信先の住所及び氏名を明記し､切手 460 円分

を貼付のこと。)を同封のうえ、書留郵便で出願資格事前審査の申請を行ってください。 

なお、封筒の表に「高等司法研究科出願資格事前審査申請」と朱書きしてください。申請先については、末

尾の「問合せ先」を参照してください。 

 

【事前審査提出書類】 

・出願資格(9)の者 

出願資格事前審査申請書(所定用紙)、在籍した最終大学の退学証明書、成績証明書及び在籍大学院研

究科の成績証明書、在学証明書(又は修了(見込)証明書) 

・出願資格(11)の者 

出願資格事前審査申請書(所定用紙)、最終出身学校の卒業証明書、成績証明書、組織・課程・カリキ

ュラム、授業の内容等を示す書類(シラバス、学生便覧など(外国語の場合は日本語訳を添付してくだ

さい。)) 

・出願資格(12)の者 

出願資格事前審査申請書(所定用紙)、最終出身学校の卒業証明書、成績証明書、組織・課程・カリキ

ュラム、授業の内容等を示す書類(シラバス、学生便覧など(外国語の場合は日本語訳を添付してく

ださい。))、大学を卒業した者と同等以上の学力があることを示す履歴書 

注) 審査結果は、返信用封筒にて通知します。電話等による問合せは受け付けません。なお、提出され

た書類等は返却できません。 

 

3-3. 障がい等による配慮を希望する方について 
2027 年度入学者選抜試験への出願を検討している方の中で、障がい等があることを理由として、受験上及

び修学上の特別の配慮を希望する方については、相談を受け付けておりますので、2026 年 7 月 24 日(金)ま

でにご連絡ください。(連絡先は末尾の「問合せ先」を参照してください。) 

 

3-4. 出願期間及び提出書類 
【出願期間】2026 年 8 月 27 日(木)から 9月 4 日(金)午後 5 時まで【必着】 

・出願書類の受付は、レターパックプラス(600 円)によるもののみとし、直接持参しても受理しません。

レターパックプラス(600 円)中の「お届け先(To)」「ご依頼主(From)」には、入学願書ファイル中の住所

ラベルを貼付しても差支えありません。 

・出願期間後に到着したものは受理しません。郵便事情を十分考慮の上、出願期間内に届くよう早めに郵

送してください。ただし、9月 3日(木)以前の発信局(日本国内)消印のあるレターパックプラスに限り、

期限後に到着した場合でも、受理します。 

・出願期間終了後 2 週間以内に、願書に記入されている電子メールアドレスあてに個別に受験番号を通知

します。 

・出願資格(10)により出願した場合は、出願期間終了後、出願資格審査を実施します。審査の結果、本研

究科が定める基準に達しないと判断した場合は、2026 年 10 月 7 日(水)以降、すみやかに出願取下げの



 16

手続を通知します。 

 
【提出書類】 

① 
入学願書 

(A4 縦型) 

【本研究科所定用紙】 

志望するコース(法学未修者又は法学既修者)を必ず選択してください。 

② 卒業(見込)証明書 
出身大学又は在籍大学のもの。 

＊3-1.出願資格(2)により出願する方は、学位授与(見込)証明書を提出してください。 

＊3-1.出願資格(9)～(12)により出願する方は提出不要です。 

③ 成績証明書 

出身大学又は在籍大学のもの。 

(編入学・転部等を行っている方は、入学時からの成績証明書が必要です。) 

＊卒業見込者は、提出前 3 か月以内の日付のものに限ります。 

＊3-1.出願資格(7)に該当する方は当該学校の成績証明書を提出してください。 

＊3-1.出願資格(9)、(11)、(12)により出願する方は提出不要です。 

＊成績証明書から成績評価の制度(評語の意味等)が明らかでない場合は、学生便覧な

ど成績評価の制度が明らかな書類(該当箇所)のコピーを添付してください。 

④ 
成績等記入票 

(A4 縦型) 

【本研究科所定用紙】 

・詳細は「成績等記入票」を参照してください。 

⑤ 

法律家としての適性を 

明らかにする文書 

(A4 縦型) 

【作成要領】 

・本研究科所定様式又はこれに準じた形式で作成してください。 

・高等司法研究科 Web サイト(入試情報にて Wordファイルをダウンロードできます。)

ただし、氏名欄は必ず自署(自筆による署名)のこと。 

・関連する資格や能力を証明する書類(又はその写し)を添付する場合は、添付書類の

リストを本文の末尾に記載のうえ、書類一式(所定様式及び添付書類)を左上 1 か所

でホッチキス留めのこと。 

 

【提出部数】1 部 

 

【留意事項】 

・法曹等を志望するにあたって、どのような能力が必要であると考えているか、理由

を添えて述べてください。 

・出願者がその適性を備えていることを説得的に記述したうえで、現時点における到

達度を自己評価してください。 

・記述に際しては、学業成績や学習内容、社会経験、保有する専門資格等、可能な限

り客観的かつ具体的な事実を引用してください。特に、法学未修者コースに出願す

る者において、優れた外国語能力を有する場合は、このことを法律家としての適性

と関連づけて記述し、その外国語能力を証明する書類を添付してください。 

・単に志望理由を記しただけでは、法律家としての適性を明らかにする文書とはみな

されません。 

⑥ 
写真票・受験票 

(A4 縦型) 

所定の用紙に氏名等を記入し、上半身脱帽正面向、無背景で 3 か月以内に単身撮影し

た写真(縦 3×横 2.5cm)を貼付してください。 

⑦ 検定料収納証明書 

【納入方法】 

大阪大学検定料納入システムを利用して手続をとってください。URL は以下のとおり

です(「高等司法研究科(法科大学院)」を選択してください)。 

https://e-apply.jp/n/osaka-u-payment 

決済後にダウンロードした検定料収納証明書を印刷してください。 

※システム利用方法については、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)に掲載してい

ます。 

 
【納入額】 

検定料 30,000 円 
 
【納入期間】 

2026 年 8 月 6 日 00:00～9 月 4 日 17:00 

※検定料の納入は上記日時(出願締切)まで可能ですが、出願するためには、出願締切

までに大阪大学に入学願書が到着している必要があります。郵送にかかる時間を考

慮のうえ、早めに手続をとってください。 

※法学既修者コースと法学未修者コースを併願する場合、検定料を二重に振り込む必

要はありません。 

※被災者に対する検定料免除について 

大阪大学では、大規模災害における災害被災者の経済的負担を軽減し、受験者の進

学機会の確保を図るため、2026 年度に実施する大学院入試において検定料(30,000

円)免除の特別措置を講じます。 

詳細は大阪大学公式ページ(https://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/information)を

確認してください。 

⑧ 返信用封筒 
受験票及び合否通知送付のため、レターパックプラス(600 円)又はレターパックライ

ト(430 円)合わせて 2 通を用意し、それぞれの「お届け先(To)」に住所、氏名及び電

話番号を明記し同封してください。入学願書ファイル中の住所ラベルを貼付しても差
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支えありません。 

「ご依頼主(From)」は空欄で結構です。 

⑨ 在留資格等を証明する書類 

現に日本に在住する外国人(法務大臣が日本での永住を認めた者を除く。)の志願者は、

下記の 1.～2.のいずれかを提出してください。 
1.市区町村長発行の在留資格及び在留期間を明記した「住民票の写し※」 
※出願者以外の世帯員については、提出不要です。 
2.地方出入国在留管理局が発行した在留カードの写し(両面) 

⑩ 
飛び入学資格等申請書 

(法学既修者コース) 

【本研究科所定用紙】 

 

3-1.出願資格(10)により出願する者のうち、法学既修者コースを希望するもののみ 

・3-1.出願資格 (3)～(6)により出願する方は、当該外国の学校の組織・課程・カリキュラム、授業の内容を示す書

類を同封してください。 

・外国の大学及び機関の証明書等は、日本語訳及び説明書を添付してください。 

・提出する証明書等に記された氏名が出願時の氏名と異なる場合は、両者が同一人であることを証明する資料を添

付してください。 

 

3-5. 法学既修者コースについて(及び法学未修者コースとの併願について) 
本研究科の修業年限は原則 3 年ですが、一般選抜において、第 1学年配当科目を履修したものと同等の法

的知識と能力を持つと認められる者(法学既修者)については、2年の短縮履修が認められます。 

短縮履修を希望する一般選抜受験者は、入学願書・写真票等の「志望するコース」欄で、「法学既修者コー

ス」を選択してください。 

法学既修者コースの入学者選抜は、法律科目試験(公法(憲法、行政法)、民事法 1(民法)、民事法 2(商法、

民事訴訟法)、刑事法(刑法、刑事訴訟法))を実施し、書類審査及び法律科目試験の成績により総合的に合否

を判定します。 

なお、法学既修者コースを志望する場合でも、法学未修者コース(修業年限 3 年)を併願することもできま

す。法学未修者コースの入学選抜は、書類審査及び小論文試験の成績により総合的に合否を判定するため、

両コースを併願する場合は、法律科目試験に加え小論文試験を受験する必要があります。選考の結果、いず

れか一方のコースで不合格の場合でも、他方のコースで合格することがあります。 

 

3-6. 入学者選抜試験実施要領 
入学者の選抜は、選抜試験と提出書類に基づき行います。配点は以下のとおりです。 

なお、法学既修者コースの入学者選抜にあたっては、書類審査、法律科目試験の成績により総合的に合否

を判定しますが、法律科目試験の一部の試験科目の成績が著しく劣っている場合には、総合得点にかかわら

ず、不合格とすることがあります。 

 

■法学未修者コース 

 

 

 

 

■法学既修者コース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出願者数が募集人員の 4～5倍程度を超える場合には、書類選考により第 1次選抜を行うことがあります。 

 

第 1 次選抜を行った場合の選抜結果の通知 

発表日時 2026 年 10 月 7 日(水)午前 10 時 

発表方法 
大阪大学大学院高等司法研究科(豊中総合学館)において、受験番号で掲示するとと

もに、合否通知書(合格者には、第 2次選抜の受験票を同封します。)を発送します。 

出願書類 30 点 

小  論  文 70 点 

計 100 点 

出願書類 20 点 

法 

律 

科 

目 

試 

験 

公 法 
憲      法 50 点 

行  政  法 50 点 

民事法 1 民   法 100 点 

民事法 2 
商      法 50 点 

民事訴訟法 50 点 

刑事法 
刑      法 50 点 

刑事訴訟法 50 点 

計 420 点 
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参考のため、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)でも合格者の受験番号を掲示し

ます。 

備  考 

・電話等による照会には応じません。ただし、合格発表の日から 1 週間以内に郵送

による通知が届かない場合には、末尾の「問合せ先」までお問合せください。なお、

不合格者には、「判定通知書」とともに返還金振込口座通知書(用紙)を送付します。 

・検定料の返還:第 1 次選抜の不合格者に対しては、23,000 円を返還します。該当す

る方は、2026 年 11 月末日までに申し出てください。 

法学既修者コース 第 2 次選抜(法律科目試験) 

実施場所 大阪大学豊中キャンパス 

実施日時・内容 

2026 年 10 月 17 日(土) 

10 時 00 分～11 時 30 分  公法(憲法、行政法) 

12 時 40 分～14 時 10 分  民事法 1(民法) 

14 時 50 分～16 時 20 分  民事法 2(商法、民事訴訟法) 

17 時 00 分～18 時 30 分  刑事法(刑法、刑事訴訟法) 

 

出題範囲 

憲 法 ‥‥ 特に指定はありません。 

行政法 ‥‥ 行政法総論(行政救済法を除く) 

民 法 ‥‥ 特に指定はありません。 

商 法 ‥‥ 会社法 

民事訴訟法‥第 1 審の判決手続 

刑 法 ‥‥ 特に指定はありません。 

刑事訴訟法‥第 1 審の手続まで 

備  考 
法学既修者コース志願者に実施します。(第 1次選抜を行った場合は、法学既修者コ

ース志願者の第 1 次選抜合格者に実施します。) 

法学未修者コース 第 2 次選抜(小 論 文) 

実施場所 大阪大学豊中キャンパス 
実施日時 2026 年 10 月 18 日(日)10 時 00 分～12 時 00 分 

備  考 
法学未修者コース志願者に実施します。 

(第 1 次選抜を行った場合は、一般選抜の第 1 次選抜合格者に実施します。) 

 

3-7. 合格者発表 
一般選抜の合格者発表 

発表日時 2026 年 11 月 26 日(木)午前 10 時 

発表方法 

大阪大学大学院高等司法研究科(豊中総合学館)に掲示するとともに、合否通知書を

発送します。 

参考のため、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)でも合格者の受験番号を掲示し

ます。 

備  考 電話等による照会には応じません。 

・不合格者には第 2 次選抜の個別成績(総合得点)を通知します。 

・入学手続完了者が募集人員に満たない場合には、追加合格の手続をとることがあります。その場合は願書に

記入されている電話番号・電子メールアドレスあてに個別に連絡します。(入学手続については、7. を参照

してください。) 
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4. 特別選抜(法曹コース 5 年一貫型)について 
4-1. 出願資格 

本研究科と法曹養成連携協定を締結している大学の法曹コースに在籍し、2027 年 3 月までに修了見込み

の者(法曹コースを修了した者であって、同コース設置の学部に在籍している者を含む。)であって、同

コースを設置する学部を同年月に卒業見込みの者。 

(今年度は大阪大学法学部法曹コース登録学生及び香川大学法学部法曹プログラム登録学生が対象となり

ます。) 

 

なお、「10. 複数回の受験が可能な選抜区分・試験日程の組み合わせについて」において、複数回の受験

が可能な組み合わせを示していますので、必要に応じて確認してください。 

 

4-2. 障がい等による配慮を希望する方について 
2027 年度入学者選抜試験への出願を検討している方の中で、障がい等があることを理由として、受験上及

び修学上の特別の配慮を希望する方については、相談を受け付けておりますので、2026 年 7 月 14 日(火)ま

でにご連絡ください。(連絡先は末尾の「問合せ先」を参照してください。) 

 

4-3. 出願期間及び提出書類 
【出願期間】2026 年 8 月 17 日(月)から 8月 28 日(金)午後 5 時まで【必着】 

・出願書類の受付は、 レターパックプラス(600 円)によるもののみとし、直接持参しても受理しません。レ

ターパックプラス(600 円)の「お届け先(To)」「ご依頼主(From)」には、入学願書ファイル中の住所ラベル

を貼付しても差支えありません。 

・出願期間後に到着したものは受理しません。郵便事情を十分考慮の上、出願期間内に届くよう早めに郵送

してください。ただし、8月 27 日(木)以前の発信局(日本国内)消印のあるレターパックプラスに限り、期

限後に到着した場合でも、受理します。 

 

【提出書類】 

① 
入学願書 

(A4 縦型) 

【本研究科所定用紙】 

② 卒業見込証明書 在籍大学のもの。 

③ 

法曹コース修了(見

込)証明書、成績証

明書及び推薦書 

在籍大学のもの。 

「法曹コース修了(見込)証明書」「成績証明書」及び「推薦書」いずれも、在籍大学の教務

担当部署が作成し、大阪大学大学院高等司法研究科教務係に提出しますので、在籍大学の

教務担当部署に作成・提出を申請してください。 

④ 
写真票・受験票 

(A4 縦型) 

所定の用紙に氏名等を記入し、上半身脱帽正面向、無背景で 3 か月以内に単身撮影した写

真(縦 3×横 2.5cm)を貼付してください。 

⑤ 検定料収納証明書 

【納入方法】 

大阪大学検定料納入システムを利用して手続をとってください。URL は以下のとおりです

(「高等司法研究科(法科大学院)」を選択してください。)。 

https://e-apply.jp/n/osaka-u-payment 
決済後にダウンロードした検定料収納証明書を印刷してください。 

※システム利用方法については、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)に掲載していま

す。 

 

【納入額】 

検定料 30,000 円 

 

【納入期間】 

2026 年 8 月 3 日 00:00～8 月 28 日 17:00 

※検定料の納入は上記日時(出願締切)まで可能ですが、出願するためには、出願締切まで

に大阪大学に入学願書が到着している必要があります。郵送にかかる時間を考慮のう

え、早めに手続をとってください。 

※被災者に対する検定料免除について 

大阪大学では、大規模災害における災害被災者の経済的負担を軽減し、受験者の進学機

会の確保を図るため、2026 年度に実施する大学院入試において検定料(30,000 円)免除

の特別措置を講じます。 

詳細は大阪大学公式ページ(https://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/information)を確認

してください。 

⑥ 返信用封筒 
受験票及び合否通知送付のため、レターパックプラス(600 円)又はレターパックライト

(430 円)合わせて 2 通を用意し、それぞれの「お届け先(To)」に住所、氏名及び電話番号

を明記し同封してください。入学願書ファイル中の住所ラベルを貼付しても差支えありま
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せん。 

「ご依頼主(From)」は空欄で結構です。 

⑦ 
在留資格等を証明する

書類 

現に日本に在住する外国人(法務大臣が日本での永住を認めた者を除く。)の志願者は、下

記の 1.～2.のいずれかを提出してください。 
1.市区町村長発行の在留資格及び在留期間を明記した「住民票の写し※」 
※出願者以外の世帯員については、提出不要です。 
2.地方出入国在留管理局が発行した在留カードの写し(両面) 

・提出する証明書等に記された氏名が出願時の氏名と異なる場合は、両者が同一人であることを証明する資料を添

付してください。 

 

4-4. 入学者選抜試験実施要領 
・入学者の選抜は、選抜試験と提出書類を総合して行います。配点は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・面接では、試験室で提示する資料を所定の時間で読んでいただき、その後、これに基づく質問を行います。 
 

選抜試験 

実施場所 大阪大学豊中キャンパス 

実施日時 2026 年 9 月 18 日(金)＊受験者個別の時間等は追って通知します。 

実施内容 面 接 

 

4-5. 合格者発表 
特別選抜(法曹コース 5 年一貫型)の合格者発表 

発表日時 2026 年 10 月 14 日(水)午前 10 時 

発表方法 

大阪大学大学院高等司法研究科(豊中総合学館)に掲示するとともに、合否通知書を

発送します。 

参考のため、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)でも合格者の受験番号を掲示し

ます。 

備  考 電話等による照会には応じません。 

・不合格者には個別成績(総合得点)を通知します。 

・入学手続完了者が募集人員に満たない場合には、追加合格の手続をとることがあります。その場合は願書

に記入されている電話番号・電子メールアドレスあてに個別に連絡します。(入学手続については、7. を

参照してください。)  

大 学 の 成 績 45 点 

面     接 45 点 

計 90 点 
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5. 特別選抜(法曹コース開放型)について 
5-1. 出願資格 

いずれかの大学の法曹コースを 2027 年 3 月までに修了見込みの者(法曹コースを修了した者であって、同

コース設置の学部に在籍している者を含む。)であって、同コースを設置する学部を同年月に卒業する見込

みの者。 
 

なお、「10. 複数回の受験が可能な選抜区分・試験日程の組み合わせについて」において、複数回の受

験が可能な組み合わせを示していますので、必要に応じて確認してください。 

 

5-2. 障がい等による配慮を希望する方について 
2027 年度入学者選抜試験への出願を検討している方の中で、障がい等があることを理由として、受験上及

び修学上の特別の配慮を希望する方については、相談を受け付けておりますので、2026 年 7 月 24 日(金)ま

でにご連絡ください。(連絡先は末尾の「問合せ先」を参照してください。) 

 

5-3. 出願期間及び提出書類 
【出願期間】2026 年 8 月 27 日(木)から 9月 4 日(金)午後 5 時まで【必着】 

・出願書類の受付は、レターパックプラス(600 円)によるもののみとし、直接持参しても受理しません。レ

ターパックプラス(600 円)の「お届け先(To)」「ご依頼主(From)」には、入学願書ファイル中の住所ラベル

を貼付しても差支えありません。 

・出願期間後に到着したものは受理しません。郵便事情を十分考慮の上、出願期間内に届くよう早めに郵送

してください。ただし、9月 3 日(木)以前の発信局(日本国内)消印のあるレターパックプラスに限り、期

限後に到着した場合でも、受理します。 

・出願期間終了後 2 週間以内に、願書に記入されている電子メールアドレスあてに個別に受験番号を通知し

ます。 

 

【提出書類】 

① 
入学願書 

(A4 縦型) 

【本研究科所定用紙】 

② 
法曹コース修了(見込)証

明書 

在籍大学のもの。 

在籍大学で様式がない場合は、本要項の「法曹コース修了(見込)証明書」を用いて作

成してください。 

＊本学法学部法曹コース修了見込者は提出不要です。 

③ 卒業見込証明書 在籍大学のもの。 

④ 成績証明書 

在籍大学のもの。 

＊卒業見込者の成績証明書は、提出前 3 か月以内の日付のものに限ります。 

＊成績証明書から成績評価の制度(評語の意味等)が明らかでない場合は、学生便覧な

ど成績評価の制度が明らかな書類(該当箇所)のコピーを添付してください。 

⑤ 
成績等記入票 

(A4 縦型) 

【本研究科所定用紙】 

・詳細は「成績等記入票」を参照してください。 

⑥ 
写真票・受験票 

(A4 縦型) 

所定の用紙に氏名等を記入し、上半身脱帽正面向、無背景で 3 か月以内に単身撮影し

た写真(縦 3×横 2.5cm)を貼付してください。 

⑦ 検定料収納証明書 

【納入方法】 

大阪大学検定料納入システムを利用して手続をとってください。URL は以下のとおり

です(「高等司法研究科(法科大学院)」を選択してください。)。 

https://e-apply.jp/n/osaka-u-payment 

決済後にダウンロードした検定料収納証明書を印刷してください。 

※システム利用方法については、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)に掲載してい

ます。 

 
【納入額】 

検定料 30,000 円 

 

【納入期間】 

2026 年 8 月 6 日 00:00～9 月 4 日 17:00 

※検定料の納入は上記日時(出願締切)まで可能ですが、出願するためには、出願締切

までに大阪大学に入学願書が到着している必要があります。郵送にかかる時間を考

慮のうえ、早めに手続をとってください。 

※被災者に対する検定料免除について 
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大阪大学では、大規模災害における災害被災者の経済的負担を軽減し、受験者の進

学機会の確保を図るため、2026 年度に実施する大学院入試において検定料(30,000

円)免除の特別措置を講じます。 

詳細は大阪大学公式ページ(https://www.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/information)を

確認してください。 

⑧ 返信用封筒 

受験票及び合否通知送付のため、レターパックプラス(600 円)又はレターパックライ

ト(430 円)合わせて 2 通を用意し、それぞれの「お届け先(To)」に住所、氏名及び電

話番号を明記し同封してください。入学願書ファイル中の住所ラベルを貼付しても差

支えありません。 

「ご依頼主(From)」は空欄で結構です。 

⑨ 在留資格等を証明する書類 

現に日本に在住する外国人(法務大臣が日本での永住を認めた者を除く。)の志願者は、

下記の 1.～2.のいずれかを提出してください。 
1.市区町村長発行の在留資格及び在留期間を明記した「住民票の写し※」 
※出願者以外の世帯員については、提出不要です。 
2.地方出入国在留管理局が発行した在留カードの写し(両面) 

・提出する証明書等に記された氏名が出願時の氏名と異なる場合は、両者が同一人であることを証明する資料を添

付してください。 

 

5-4. 入学者選抜試験実施要領 
入学者の選抜は、選抜試験と提出書類に基づき行います。配点は以下のとおりです。 

なお、入学者選抜にあたっては、書類審査、法律科目試験の成績により総合的に合否を判定しますが、法

律科目試験の一部の試験科目の成績が著しく劣っている場合には、総合得点にかかわらず、不合格とするこ

とがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・合格した場合、法学既修者コース(修業年限 2年)への入学が許可されます。 

・出願者数が募集人員の 4～5 倍程度を超える場合には、書類選考により第 1 次選抜を行うことがありま

す。 

  

大 学 の 成 績 45 点 

法 

律 

科 

目 

試 

験 

公 法 
憲      法 50 点 

行  政  法 50 点 

民事法 1 民   法 100 点 

民事法 2 
商      法 50 点 

民事訴訟法 50 点 

刑事法 
刑      法 50 点 

刑事訴訟法 50 点 

計 445 点 
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第 1 次選抜を行った場合の選抜結果の通知 

発表日時 2026 年 10 月 7 日(水)午前 10 時 

発表方法 

大阪大学大学院高等司法研究科(豊中総合学館)において、受験番号で掲示するとと

もに、合否通知書(合格者には、第 2次選抜の受験票を同封します。)を発送します。 

参考のため、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)でも合格者の受験番号を掲示し

ます。 

備  考 

・電話等による照会には応じません。ただし、合格発表の日から 1 週間以内に郵送

による通知が届かない場合には、末尾の「問合せ先」までお問合せください。なお、

不合格者には、「判定通知書」とともに返還金振込口座通知書(用紙)を送付します。 

・検定料の返還:第 1 次選抜の不合格者に対しては、23,000 円を返還します。該当す

る方は、2026 年 11 月末日までに申し出てください。 

 第 2 次選抜(法律科目試験) 

実施場所 大阪大学豊中キャンパス 

実施日時・内容 

2026 年 10 月 17 日(土) 

10 時 00 分～11 時 30 分  公法(憲法、行政法) 

12 時 40 分～14 時 10 分  民事法 1(民法) 

14 時 50 分～16 時 20 分  民事法 2(商法、民事訴訟法) 

17 時 00 分～18 時 30 分  刑事法(刑法、刑事訴訟法) 

 

出題範囲 

憲 法 ‥‥ 特に指定はありません。 

行政法 ‥‥ 行政法総論(行政救済法を除く) 

民 法 ‥‥ 特に指定はありません。 

商 法 ‥‥ 会社法 

民事訴訟法‥第 1 審の判決手続 

刑 法 ‥‥ 特に指定はありません。 

刑事訴訟法‥第 1 審の手続まで 

 

5-5. 合格者発表 
特別選抜(法曹コース開放型)の合格者発表 

発表日時 2026 年 11 月 26 日(木)午前 10 時 

発表方法 

大阪大学大学院高等司法研究科(豊中総合学館)に掲示するとともに、合否通知書を

発送します。 

参考のため、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)でも合格者の受験番号を掲示し

ます。 

備  考 電話等による照会には応じません。 

・不合格者には第 2 次選抜の個別成績(総合得点)を通知します。 

・入学手続完了者が募集人員に満たない場合には、追加合格の手続をとることがあります。その場合は願書に

記入されている電話番号・電子メールアドレスあてに個別に連絡します。(入学手続については、7. を参照

してください。) 

 

5-6. 特別選抜(法曹コース開放型)と一般選抜(法学既修者コース及び法学未修者コースの併

願について 
併願については、「10. 複数回の受験が可能な選抜区分・試験日程の組み合わせについて」において、複

数回の受験が可能な組み合わせを示していますので、必要に応じて確認してください。 

ただし、一般選抜(法学既修者コース)と一般選抜(法学未修者コース)の併願については検定料をそれぞれ

支払う必要はありませんが、特別選抜(法曹コース開放型)と一般選抜(法学既修者コース及び法学未修者コ

ース)の併願については、検定料はそれぞれ支払う必要があります。 
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6. 一般選抜における、早期卒業と 3 年次飛び級との関係について 
早期卒業制度により学部 3年次での卒業を予定している方も、「3-1. 出願資格」の(1)に定める大学卒業

見込みとして出願することは可能ですが、3 年次で卒業できなかった場合には、入学は認められません。し

たがって、早期卒業を目指している方が、「3-1. 出願資格」の(10)に定める、いわゆる 3年次飛び級の出願

資格にも該当する場合には、両方の出願資格により出願することを推奨します。 

 

7. 入学手続等 
入学手続については合格通知の際にお知らせしますが、入学手続時期は 2026 年 12 月中旬を予定していま

す。 

※入学手続書類発送の際、入学料・授業料の納入方法等をお知らせします。 

納入金 入学料 282,000 円(予定) 

授業料 前期分 402,000 円 年額 804,000 円(予定) 

＊入学手続後に入学を辞退されても、入学料は返還できません。 

＊在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用されます。 

＊入学料、授業料の金額は、変更する場合があります。 

※入学料の他に、下記の費用が必要となります。詳しくは入学手続書類発送の際お知らせします。 

学生教育研究災害傷害保険＋法科大学院生教育研究賠償責任保険 

法学未修者コース(保険料 3 年分)  7,520 円(現行額) 

法学既修者コース(保険料 2 年分)  5,030 円(現行額) 

＊授業に伴う損害を填補するため、上記の保険に加入することを履修の条件としています。合格通知

の際に送付する案内に従って保険料を納入してください。 

※一般選抜において飛び級で合格した者は、2027 年 3 月限りで学部の在学が終了したことを証する書類

(大学長又は学部長が作成したもの)を入学時に提出することが必要になります。この書類が提出されな

い場合には、入学の許可を取り消します。 

  また、特別選抜(法曹コース 5年一貫型)及び特別選抜(法曹コース開放型)で合格した者は、2027 年 3 月

に所属大学の卒業及び法曹コースを修了したことを証する書類(大学長又は学部長が作成したもの)を

入学時に提出することが必要になります。この書類が提出されない場合には、入学の許可を取り消しま

す。(ただし、本学法学部卒業見込者については不要) 

 

8. 入試情報(個人成績等)の開示 
2027 年度入学者選抜試験における受験者の個人成績等については、保有個人情報の開示請求による他、開

示を希望する受験者本人(代理人は不可)に対し、次のとおり行います。 

 

●開示内容 

＜特別選抜(社会人等／グローバル法曹/法曹コース 5 年一貫型)＞ 

・書類選考の評価、面接点、総合点及び順位 

＜一般選抜(法学既修者コース)＞及び＜特別選抜(法曹コース開放型)＞ 

・書類選考の評価、科目毎の得点、総合点及び順位 

＜一般選抜(法学未修者コース)＞ 

・書類選考の評価、小論文の得点、総合点及び順位 

 

●申込方法 

希望者は申込受付期間内に、下記書類等を大阪大学大学院高等司法研究科教務係窓口に提出してくださ

い。郵送をご希望の場合は、①の提出書類に加え、②の返送用封筒を同封のうえ、書留郵便でお申し込み

ください。 

申込受付期間:2027 年 4 月 1 日(木)～4 月 14 日(水)必着 

① 

入学者選抜試験 

個人成績開示依頼書* 
必要事項をすべて記入してください。 

受験票 2027 年度受験票をお送りください。 
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② 返送用封筒 

定形(長形 3 号:縦 23.5cm×横 12cm)の封筒に受験者本人の郵便番

号、住所、氏名を明記し、郵便切手 460 円を貼付した封筒 

 

※受取りを窓口でされる方は不要です。 
(受取りの際に本人確認ができる身分証等を提示いただきます。) 

*「入学者選抜試験個人成績開示依頼書」は、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)よりダウンロードしてくださ

い。 

 

申込受付期間内に依頼のあった個人成績については、2027 年 5 月中旬以降窓口にて交付もしくは返送用

封筒にて順次郵送します。 
 

9. 注意事項 
(1) 出願書類等の送付、不明な点の問合せ等は、末尾の「問合せ先」宛に送付・連絡してください。 

なお、質問の多い事項や重要と思われる事項については、高等司法研究科 Web サイト(入試情報)の Q&A
に掲載しています。 

(2) 出願受付後は、出願書類の記載事項の変更はできません。 

(3) 振り込まれた検定料は次の場合を除き返還しません。 

①出願したが受験資格がなかった場合 

②出願期間終了後に出願書類が本研究科に到着し、受理されなかった場合 

③出願書類に不備があり受理されなかった場合 

④検定料を振り込んだが出願しなかった場合 

⑤検定料を誤って二重に振り込んだ場合 

④、⑤の場合は、返還請求を行ってください。返還請求を希望する場合はメールにより連絡してくださ

い。返還の方法については追って指示します。 

(4) 出願書類は合否にかかわらず返却できません。また、募集要項中に特に記載がある場合を除き、各種

証明書は必ず原本を提出してください。複写したものは受け付けません。 

注:「外国語能力を証明する書類」及び「『法律家としての適性を明らかにする文書』に添付する証明

書」等については複写したものでもかまいません。 

(5) 受験のための宿泊施設等のあっせんは行いません。 

(6) 入学願書の履歴、入学資格等について虚偽の記載又は証明書等の偽造、改ざんをした者は、入学決定

後であっても入学の許可を取り消すことがあります。 

(7) 個人情報の取扱いについて 

・出願時に提出された氏名、住所、その他の個人情報については、「入学者選抜(出願処理、選抜試験

実施)」、「合格者発表」及び「入学手続」等の入試業務を行うために利用します。 

なお、入学者については、「教務関係(学籍管理、修学指導)」、「学生支援関係(健康管理、授業料

免除・奨学金申請、就職支援等)」及び「授業料収納に関する業務」を行うためにも利用します。 

・入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は、入試結果の集計・分析及び入学者選抜方法の調査・研

究のために利用します。 

・上記の業務を行うにあたり、一部の業務を外部の業者に委託する場合があります。 

この場合、外部の事業者と個人情報の取扱いが適切に行われるよう契約を結んだうえで、当該事業者

に対して、提出された個人情報の全部又は一部を提供します。 

(8) 健康な学生生活を過ごせるよう、入学者全員について健康診断を実施します。健康診断の結果、結核

予防法等に従い病状により出席停止等の措置を行うことがあります。 

(9) 安全保障輸出管理について 
本学では「外国為替及び外国貿易法」に基づき「大阪大学安全保障輸出管理規程」を定めて貨物の輸

出、技術の提供(人の受入を含む。)について厳格な審査を実施しています。 
規制事項に該当する場合は、合格しても入学が認められない場合や、希望する教育が受けられない又

は研究が実施できないなどの制限がかかる場合がありますのでご留意ください。詳細については、ウェ

ブサイトを参照してください。 
 (日本語)https://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/secur_exp/outline 

(英語)https://www.osaka-u.ac.jp/en/research/secur_exp/outline 
(10) 試験会場内には自動車・バイクの駐車場がありませんので、公共交通機関を利用願います。 

(11) 追試験は原則実施しませんが、新型コロナウィルス感染状況の急変などがあれば追試験を実施するこ

とがあります。追試験を実施する場合は、ホームページ等で別途通知します。 

2026 年 6 月 



10. 複数回の受験が可能な選抜区分・試験日程の組み合わせについて
【選抜区分及び試験日程】

選抜区分 ≪特別選抜(社会人等)≫ ≪特別選抜(グローバル法曹)≫ ≪特別選抜(法曹コース５年一貫型)≫ ≪特別選抜(法曹コース開放型)≫

対象 社会人・他学部(他学科)卒業者 外国語能力に優れた方
本研究科と法曹養成連携協定を締結している

大学の法曹コース修了(見込)者
いずれかの大学の法曹コース修了(見込)者 法学既修者 法学未修者

コース 法学未修者コース 法学未修者コース 法学既修者コース 法学既修者コース 法学既修者コース 法学未修者コース

定員 7名程度 5名程度 13名程度 8名程度 34名程度 13名程度

出願期間 2026年8月17日(月) - 8月28日(金)

第2次選抜 2026年9月18日(金) 2026年10月18日(日)

試験内容 小論文試験

試験会場

合格発表

【複数回の受験が可能な選抜区分・試験日程の組み合わせ】

①特別選抜
(社会人等)

(9月)

②特別選抜
(グローバル法曹)

(9月)

③特別選抜
(法曹コース5年一貫型)

(9月)

④特別選抜
(法曹コース開放型)

(10月)

⑤一般選抜
(法学既修者コース)

(10月)

⑥一般選抜
(法学未修者コース)

(10月)

①特別選抜
(社会人等)

(9月)
× 〇 〇 〇 〇

②特別選抜
(グローバル法曹)

(9月)
× 〇 〇 〇 〇

③特別選抜
(法曹コース5年一貫型)

(9月)
〇 〇 〇 〇 〇

④特別選抜
(法曹コース開放型)

(10月)
〇 〇 〇 〇 〇

⑤一般選抜
(法学既修者コース)

(10月)
〇 〇 〇 〇

○
※⑤⑥を併願する場合、検定料を

それぞれ支払う必要はない

⑥一般選抜
(法学未修者コース)

(10月)
〇 〇 〇 〇

○
※⑤⑥を併願する場合、検定料を

それぞれ支払う必要はない

※一般選抜の未修者コースと既修者コースの併願については検定料をそれぞれ支払う必要はありませんが、その他の併願についてはそれぞれ支払うことが必要です。
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2026年10月14日(水) 2026年11月26日(木)

第1次選抜
(書類審査)

2026年8月27日(木)
選抜試験

2026年10月7日(水)

※出願者数が募集人員の3倍程度を超える場合 ※出願者数が募集人員の5倍程度を超える場合

2026年9月5日(土) 2026年10月17日(土)

面接試験 法律科目試験

　　　　　　　大阪大学豊中キャンパス

≪一般選抜≫

2026年7月27日(月) - 8月7日(金) 2026年8月27日(木) - 9月4日(金)
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【試験会場案内】 
 

 

会場 
大阪大学豊中キャンパス 

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1 番 6 号 

 
[交通手段] 

・阪急電車宝塚線石橋阪大前駅下車 南東へ徒歩約 20 分 

・大阪モノレール柴原阪大前駅下車 北西へ徒歩約 10 分 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

大阪大学大学院高等司法研究科教務係(豊中総合学館 1 階) 
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1番 6号 

電子メールアドレス kousikyoumu@ml.office.osaka-u.ac.jp  
高等司法研究科 Web サイト https://www.lawschool.osaka-u.ac.jp/ 

 
〔電   車〕阪急電鉄宝塚線石橋阪大前駅下車南東へ徒歩約 20 分 

〔モノレール〕大阪モノレール柴原阪大前駅下車北西へ徒歩約 10 分 
窓口時間  9:00-11:30 / 12:30-16:00 

(土日祝日及び 8 月 12 日(水)、8月 13 日(木)、8月 14 日(金)を除く。) 
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